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下記の記載事項について相違ありません。

※ は補助対象外

１ 設置場所の汚水処理区域

□ (1) 合併処理浄化槽 □ (2) 下水道 □ (3) 農業集落排水

２ 設置する合併処理浄化槽の規模

□ (1) １０人槽以下 □ (2) １１人槽以上

３ 住民票の異動区分

□ (1) 市外から転入 □ (2) 市内での転居 □ (3) 異動なし

⇒回答終了（補助対象）

４ 転居前の居住形態

□ (1) 集合住宅 □ (2) 賃貸住宅 □ (3) 個人住宅 □ (4) その他(　　　)

⇒回答終了（補助対象） ⇒回答終了（補助対象）

５ 転居前の汚水処理方法（※別途、交付申請時の住居における「汚水処理設備の種類が分かる書類」の提出が必要）

□ (1) 汲み取り □ (2) 単独浄化槽 □ (3) 下水道 □ (4) 合併処理浄化槽

⇒回答終了（補助対象） ⇒回答終了（補助対象） ⇒回答終了（補助対象）

６ 建築区分

□ (1) 新築 □ (2) 既存 □ (3) 改築 □ (4) 増築

７ 転居の種類（※）

□ (1) 一部転居 □ (2) 全部転居 □ (3) 転居なし

⇒回答終了（補助対象）

（※ 転居）

　一部転居とは世帯のうち一部の方が住所を移すことを指し、全部転居は世帯全員がそのまま市内の他の地域へ住所を移
すことを指します。
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